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介護保険制度が始まって10年あまり

介護市場は7.4兆円、利用者数364万人
介護サービスの量的拡大から質的拡充の時代へ

新たな介護報酬の枠組みの模索（介護P4P)も
始まっている



今日の目次

• パート１
–P4Pとは？

• パート２
–日本版P4P

• パート３
–介護P4Pへ
–「介護サービスの
質評価検討委員
会」



　　　　　　　パート１
　　　　　　　P4Pとは？
　　　　　　Pay for Performance
　　　　　質パフォーマンスに基づく支払い方式

　　



P4Pとは？
• Pay for Performance(P4P）プログラム
–米国で始まった医療提供の質に対する支
払い方式

• 「高品質の仕事に対して個人がボーナスを得るのと
同様、病院もまた高品質の医療に対してボーナスが
支払われるべき（HHS長官トンプソン　AP通信社　２
００３年７月）」

• 「質の向上に対する経済的なインセンテイブの欠如
が質のギャップを温存する結果になっている
（MedPAC モダンヘルスケア　２００３年６月）」



P4Pの定義とは？

• P4P（Pay for Performance)とは高質の医療提
供に対して経済的インセンテイブを、EBMに
基づいた基準を測定することで与える方法で
ある。その目的は単に高質で効率的な医療
にボーナスを与えることにとどまらず、高質の
医療への改善プロセスを促すことにある。
（Institute of Medicine 2006年）

• 主として米国・英国・カナダ・オーストラリアで
導入が進んでいる



米国のP4Pプログラムのトレンド

• ２００１年
– プライマリケアグループむけP4P保険プランでスタート

• ２００４年
– ３７００病院が質パフォーマンス報告を開始

• ２００５年
– 病院P4Pプログラム試行（プレミア、ホスピタルコンペアーなど）

• 上位１０％に して２％割り し対 増 DRG支 いボ ナス払 ー
• ２００８年

– ナ シングホ ムＰ４Ｐ，在宅 療Ｐ４Ｐの試行事業ー ー 医
• ２００９年

– メデイケアでP4Pの一種であるVBP（Value Based Purchasing:
療サ ビスの 値に基づく購入）がスタ ト医 ー 価 ー



質パフォーマンス測定
　　　　　　カリフォルニアP4Pの例

臨床指標
46%

患者満足
27%

IT関連
18%

その他
9%



臨床指標
　　　　病院向けP４Pプログラム

•疾患別に臨床指標を設定する
–急性心筋梗塞
–心不全
–市中肺炎
–心臓バイパス手術
–腰と膝の人工関節手術



急性心筋梗塞

＜プロセス指標＞
１．来院時にアスピリンの投与
２．退院時にアスピリンの投与
３．左室収縮機能不全に対しACE阻害剤の投与
４．禁煙指導・カウンセリングの実施
５．退院時にβブロッカーの投与
６．来院時にβブロッカーの投与
７．来院後30分以内に血栓溶解剤の投与
８．来院後120分以内にPCIの実施
＜アウトカム指標＞
9．入院死亡率



心臓バイパス手術

＜プロセス指標＞

１０．退院時にアスピリンの投与

１１．内胸動脈を用いたバイパス術

１２．切開一時間以内に予防的抗菌薬の投与

１３．手術患者への予防的抗菌薬の適切な選択

１４．手術終了後24時間以内に予防的抗菌薬を中止

＜アウトカム指標＞

15． 入院死亡率

16 ．術後出血・血腫

17 ．術後の生理的異常・代謝異常



股関節・膝関節置換術

＜プロセス指標＞

２９．皮膚切開の1時間前以内に予防的抗菌薬の投与

３０．手術患者に対する予防的抗菌薬の適切な選択

３１．手術終了後24時間以内の予防的抗菌薬を中止

＜アウトカム指標＞

３２．術後出血・血腫

３３．術後の生理的異常・代謝異常

３４．退院後30日以内の再入院

３５．自宅への退院・在宅医療



患者満足度（患者体験）とIT関連

• 患者満足度
– 医師とのコミュニケー

ション

– ケアの総合的格付け

– ケアコーデイネーション

– ケアの専門性

– ケアへのアクセス

• IT関連
– データーの統合度

– 臨床の意思決定支援度



P4Pとは
臨床指標、患者満足、IT等で評価して
保険償還でボーナスを与える

支払い方式



P4P支払いインセンテイブ

DRG割り増し
DRG割り増し

DRG割り増し



経済的インセンテイブで質パフォーマンス
が向上する

急性心筋梗塞 冠動脈バイパス 肺炎 心不全 股関節と膝関節
手術





Ｐ４Ｐのすべて

• 医療の質に基づく支払方式と
は

Ｐ４Ｐ研究会 編　
医療タイムス社 版
2007年12月 発行　ページ 
229P　サイズ Ａ５ソフトカバー
　 2,940円

• ・Ｐ４Ｐは医療をどのように変
えるか　

• ・病院経営の視点から見たＰ
４Ｐ　

• ・看護とＰ４Ｐ　

• ・日本版Ｐ４Ｐへの期待と不安
　

• ・英米のｐ４Ｐ臨床指標（資料
編）

P4P研究会編（武藤・池田ら）

http://www.junkudo.co.jp/view2.jsp?VIEW=author&ARGS=%82%6F%82%53%82%6F%8C%A4%8B%86%89%EF
http://www.junkudo.co.jp/view2.jsp?VIEW=publisher&ARGS=%88%E3%97%C3%83%5E%83%43%83%80%83%58%8E%D0


パート２
日本版Ｐ４Ｐ

回復期リハビリテーション病棟入院料１



　08年診療報酬改定

回復期リハビリテーション病棟に
対する質の評価の導入

　　　　　　　



回復期リハビリに対する
質評価導入の基本的な考え方

• 今後の急速な人口高齢化による脳卒中患者
の増加等に的確に対応するため、回復期リ
ハビリテーション病棟の要件に、試行的に質
の評価に関する要素を導入し、居宅等への
復帰率や、重症患者の受入割合に着目した
評価を行うとともに、病棟におけるリハビリ
テーションの実施状況を踏まえて、当該病棟
における医師の専従配置を緩和する。



回復期リハビリテーション
病棟入院料への質評価の導入

• 「回復期リハビリテーション病棟入院料」
– 「入院料1」、「入院料2」

• 「入院料1」の算定要件に、以下の医療の質成果指
標を導入
– 日常生活自立度の尺度となる「日常生活機能評価」の点
数が10点以上の重症患者が、新規患者の15％以上

– 退院患者のうち、他の医療機関への転院等を除く在宅な
どへの復帰割合が60％以上

– 「重症患者回復病棟加算」 （入院料1） （50点）の新設
• 入院料１算定病棟で、重症患者の30％以上の日常生活機能が

退院時に3点以上改善した場合



http://f.hatena.ne.jp/zundamoon07/20080306003357


リハビリP4Pに対する意見

• 「世界的にＰ４Ｐの動きは見
られるが、パフォーマンス
の指標の中心はプロセス
評価でありアウトカム評価
は少数であり、アウトカム
評価は難しいというのが趨
勢である。」

• 「加えて、アウトカム評価は
これまでわが国の診療報
酬支払いには無かった概
念である。ゆえに、あくまで
も『試行的』に実施されるの
であって『検証』をしっかり
やることを確認したい」

• ０８年2月1日の中医協
総会で、遠藤久夫委員
（医療経済学）

http://images.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.clinic.tkcnf.or.jp/b/b03/img/img_b0373_01.jpg&imgrefurl=http://www.clinic.tkcnf.or.jp/b/b03/b0373.html&usg=__FfV_aeqfhh2KpuCySK6zUstv20s=&h=324&w=250&sz=15&hl=ja&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=mi6g_xUuIssMNM:&tbnh=118&tbnw=91&prev=/images%3Fq%3D%25E9%2581%25A0%25E8%2597%25A4%25E4%25B9%2585%25E5%25A4%25AB%26um%3D1%26hl%3Dja%26lr%3Dlang_ja%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1


09年中医協特別調査の結果

• 特別調査
– ０９年7月1日現在で回復期リハ入院料を算定していた全病院（1011病院）を対象
に実施し、501病院から回答を得た（有効回収率49.6％）

• 特別調査結果の速報

–在宅復帰率は全体で75.5％で７０％を上回った
• 回復期リハビリテーション病棟入院料の算定病棟からの退院患者の在宅復帰率
• 全体で75.5％と、要件で求められている60％を15.5ポイント上回った。
• 入院料1の在宅復帰率は、重症患者回復病棟加算を算定している場合が75.7％、同加算を算定して
いない場合が76.0％。

• 入院料2では、4月以降に算定を開始した場合が73.3％、3月以前から算定を継続している場合が
70.4％で、いずれも7割を超えた。

–重症患者割合も１５％を上回った
• 入院料2の算定病棟に新規入院した重症患者の割合は、昨年3月以前から算定を継続している病棟
では16.5％で、質の評価が導入された4月以降に算定を開始した病棟の27.2％で、いずれも算定要
件の１５％を上回った。

– 厚労省の見解
• 「質の評価導入後の方が重症度が軽ければ、軽症患者を選別していると想
定されるが、そういう結果は出なかった」



慢性期医療における
医療の質評価



医療療養病棟における質の評価

褥瘡、ＡＤＬ低下、尿路感染症、身体抑制



療養病棟入院基本料を算定する病棟における
治療・ケアの質の評価の仕組み

•療養病棟入院基本料を算定する療養病棟については、2008年度診療報
酬改定より、「治療・ケアの内容の評価表」として、QI（Quality Indicator）を
測定・評価し、病棟に備え付けることとなったが、保険者への提供が義務
付けられているものではない。

•治療・ケアに問題のある可能性の患者に対しては、「治療・ケアの確認リ
スト」に基づいて治療・ケアの内容を確認することが求められている。

•【治療・ケアの内容の評価表】　
①　該当患者数 ③　継続入院患者数 ①÷③

②※ ②÷③

褥
瘡

ADL区分１・２の患者に
おける褥瘡

ADL区分３の患者に
おける褥瘡

ADLの低下（「支援のレベル」
の合計点が２点以上増加）

尿路感染症

身体抑制



医療療養病床Ｐ４Ｐを要望

• 日本慢性期医療協会（武久洋三会長）
– 「2010年度診療報酬改定に係る要望書」

– 在宅復帰率や医療区分の改善率に基づく評価の導入などを求めた

• 「重症病棟の在宅復帰率」
– 医療区分2－3の患者が8割以上を占める「重症病棟」の在宅復帰率
が50％以上の場合には「医療療養病棟1」、50％未満の場合には「医
療療養病棟2」として評価するよう要望

• 「医療区分の改善率」
– 入院から3か月後の1か月平均医療区分が入院から１か月後の平均
医療区分より改善している患者の割合が60％以上の場合、「医療区
分改善加算」として、入院患者1日1人当たり20点を加算するよう求め
た

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://jamcf.jp/layo_img/Dr.Takehisa.JPG&imgrefurl=http://jamcf.jp/works.html&usg=__B0Ywvm4t1_hhtsJrpz57wY81j7g=&h=995&w=924&sz=67&hl=ja&start=1&um=1&tbnid=F8IYtboJSIv89M:&tbnh=149&tbnw=138&prev=/images%3Fq%3D%25E6%25AD%25A6%25E4%25B9%2585%25E6%25B4%258B%25E4%25B8%2589%26hl%3Dja%26rls%3Dcom.microsoft:ja:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GGIT_ja%26sa%3DN%26um%3D1


医療療養病床の在宅復帰率は46％
－日本慢性期医療協会ー

• 調査は09年12月11－15日、
日本慢性期医療協会の会員
833施設を対象に実施し、340
施設が回答。

• 09年4月から9月までの6か月
間に医療療養病床を入退院し
た患者について調べた。

• さらに、医療区分2、3の患者
が8割以上を占める病棟の在
宅復帰率は45.1％、8割未満
の病棟では46.4％だった。

•

　

死亡退院を除く
1万4866人



パート３
介護Ｐ４Ｐへ



介護P4P
• ０９年２月国際医療福祉大
学主催の医療経営セミナー
で厚生労働省の宮島俊彦
老健局長は、以下のように
述べて注目を集めた

• 「介護サービスの質の評価
に当たって Ｐ４Ｐ (Pay for 
Performance) といった評価
を介護報酬に導入できない
かという考えが上っている｣ 

　宮島俊彦老健局長



介護Ｐ４Ｐ

• 介護サービスにおける質の成果（アウトカム）
に応じて介護報酬を加算する仕組み

• 09年介護報酬改定で以下が導入

①在宅復帰支援可能加算

②事業所評価加算



在宅復帰支援可能加算（09年）
• 介護P4Pの例①
– 「在宅復帰支援可能加算」（介護老人保健施設）

–在宅への退所者の割合を成果指標として、その
割合に応じて段階的な介護報酬による評価を
行っている



事業所評価加算（09年）

• 介護P4Pの例②
– 「事業所評価加算」

–介護予防リハなどを受けた者のうち要支援度の
ランク維持やランクアップした利用者の割合が多
い事業所を評価して加算を与える

– 「事業所評価加算」は事業所の介護サービスの
質、とくに介護予防サービスの評価を要支援度の
維持や改善度という介護アウトカム指標を用いて
評価したところが、介護P4Pと呼ばれる所以



介護報酬上の質の評価の取り組み

　

36

【2009年度改定での対応】
事業者の目標達成に向けたインセンティブを高め、利用者により適切なサービスを提供する観

点から、要支援状態の維持をより高く評価する方向で算定要件の見直しを行った。

要支援度の維持者数
＋改善者数×２

運動機能向上サービス、栄養改善サービ
スまたは口腔機能向上サービスを利用後
に更新・変更認定を受けた者の数

＞０．７

事業所評価加算（介護予防通所リハ・介護予防通所介護）　１００単位／月

・　在宅復帰支援機能加算（Ⅱ）　５単位／日
※在宅復帰率が30％以上

・　在宅復帰支援機能加算（Ⅰ）　１５単位／日
※在宅復帰率が50％以上

【2009年度改定での対応】
在宅への退所者の割合に応じた段階的な評価に見直しを行った。

在宅復帰支援機能加算（介護老人保健施設）　１５単位／日、５単位／日

在宅復帰支援機能加算　10単位／日　⇒
※在宅復帰率が50％以上

要支援度の維持者数
＋1ランク改善者数×5
＋2ランク改善者数×10

運動機能向上サービス、栄養改善サービ
スまたは口腔機能向上サービスを利用後
に更新・変更認定を受けた者の数

＞２　　　⇒



介護サービスの質評価
検討委員会

介護サービスの質を評価し

介護報酬に反映させる



「介護サービスの質の評価の在り方に係る検討
に向けた事業」検討委員会

• 小坂健　東北大学大学院歯科研究科国際歯科保健分野　教授

• 河口洋行　国際医療福祉大学大学院医療経営管理分野　准教授

• 近藤克則　日本福祉大学大学院　医療・福祉マネジメント研究科　科長

• 田中　慶応義塾大学大学院経営管理研究科　教授

• 筒井孝子　国立保健医療科学院福祉サービス部福祉マネジメント室　室
長

• 栃本一三郎　常置大学総合人間科学部社会福祉学科　教授

• 藤井賢一郎　日本社会事業大学専門職大学院ビジネスマネジメントコー
ス　准教授　　

• 掘田聰子　東京大学社会科学研究所　特任准教授　

○　武藤正樹　国際医療福祉総合研究所所長



介護の質評価の背景（１）

• 社会保障審議会介護給付費分科会の指摘
– 09年介護報酬改定において、介護従事者の人材確保・処
遇改善が大きなテーマとなり介護従事者の専門性等の
キャリアに着目した報酬評価を行った

– しかし、本来は質の高いサービスを提供する介護サービ
ス事業所への適切な評価を行うことにより、処遇改善を
推進すべきとの意見が出された

– 「介護サービスの質の評価が可能と考えられる指標につ
いて、検討をおこなうこと」



介護の質評価の背景（２）

• 地域包括ケア研究会（座長：田中滋慶応大学
大学院教授）の指摘
–介護報酬とは、本来、利用者に対して良質なサー
ビスが提供されるよう、サービス提供の対価とし
て事業者に支給されるものである

– しかし現行の報酬体系では、必ずしも良質なサー
ビスの提供につながらない可能性が在ると指摘
した上で、・・・・サービスの質に着目して介護報
酬を支給する体系とすべきではないか



介護サービスの質評価検討委員会

• 介護サービスの質の評価の在り方を検討
– 現行の質評価の取り組み

– 要介護度認定データ

– 都道府県の介護サービスの情報公表制度

– 指定地域密着型サービスの自己評価・外部評価

– 福祉サービスの第三者評価事業（都道府県が認証）

– 諸外国の取り組み
• 介護サービスの質の評価の目的、方法等

– 目的は介護保険の理念の実現

– 質の評価の階層図の作成

– 質の評価の階層図に基づく評価項目をドナベデイアン・モデル
（構造、過程、結果）で整理して例示



介護サービスの質を
ドナベデイアン・モデルで分類す

る
Donabedian,A.によればヘルスケアサービスの質は

①構造、②プロセス、③結果（アウトカム）の

3領域で評価される



サービス類型別　結果（outcome）に着目した評価の考え方について

　 施設系 　 訪問通所系 　

　 　 現行の評価の例 　 現行の評価の例

構造（structure）
評価

原則的に全て
のサービスが施
設内で提供され
ることから、結
果（outcome)評
価も含めて可能
。

【介護保健施設サービス費】
サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

介護福祉士割合が５０％以上、常
勤職員割合が７５%以上又は勤続
年数３年以上の者が３０％以上

事業所から提
供されるサービ
スにのみ着目し
ているため、構
造（structure)・
過程（process）
評価であれば
可能

【通所リハビリテーションサービス
費】
サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

介護福祉士割合が４０％以上又
は勤続年数３年以上の者が３０%
以上

過程（process）
評価

【介護保健施設サービス費】
経口維持加算（Ⅰ）（Ⅱ）
経口維持加算（Ⅰ）（Ⅱ）

多職種協働で、摂食機能障害を有
し、誤嚥が認められる入所者に経
口維持計画を作成した上で、管理
栄養士等が経口摂取を進めるため
の特別な管理を行った場合に算定
。

【通所リハビリテーションサービス
費】
リハビリテーションマネジメント加
算

多職種協働で、リハビリテーショ
ン実施計画を作成した上
で、PDCAサイクルに基づいたマ
ネジメントを行った場合に算定。

結果
（outcome）評
価

【介護保健施設サービス費】
在宅復帰支援機能加算（Ⅰ）
在宅復帰支援機能加算（Ⅱ）

一定割合以上の者が在宅復帰した
介護老人保健施設において算定。

家族介護者等、
事業所から提
供されるサービ
ス以外の影響
をうけるため、
評価困難。

該当なし。



介護サービスの質の評価の階層図（基本的なイメージ）

事業所が達成
すべき具体的な目標

介護保険の
理念

利用者等の
QOLの確保

地域包括ケ
アの推進

誰にとっての質の
評価か明確にする
（メリットを受ける当
事者の明確化）

目標を達成するための
サービス等

介護サービ
スの多面性
に配慮

等…44

「利用者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ
自律した日常性格を営むことができるようにすること」
（介護保険法第１条）
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介護サービスの質の評価の階層図（詳細なイメージ）

※１　介護保険法　第１条

適切な
事業運営

注）　必ずしもサービスの全側面を事業所単位で提供することを求めるものではなく、事業所規模に応じて、事業者全体で取り組むことが必要
である。

目標を
達成するため
のサービス等

地域が
達成すべき
具体的な目標

介護保険の
理念

従事者がやりがいを
感じる職場づくり

適切な施設・設備の
管理

適切な会計管理 情報収集や情報発信を
活用した事業戦略

適切な
事業運営



「安全かつ専門的技術の提供」
指標の例示

• 過程（プロセス）指標
– 専門的な認知症ケアの提供
– 専門的なターミナルケアの提
供

– 感染症や食中毒の予防
– 事業所内自己の防止
– 質の高い介護技術（口腔ケ
ア、排泄管理、入浴サービス
、機能訓練等）の提供

• 定量指標
– より自律した栄養・食事摂取
が可能となった者の割合

– より自律した排泄が可能と
なった者の割合

– 認知症高齢者の日常生活自
立度が改善した者の割合

– 一定量のサービス提供後に
要介護認定の基準時間が減
少した者の割合

– 処置等によって褥瘡の重症
度が改善した者の割合

– 一定期間内に転倒発生した
件数

– 一定期間内に身体拘束を
行った件数



「利用者の継続に向けた工夫」の指標
の例示

• プロセス指標
– ＰＤＣＡサイクルに基づく継続的なケアの提供

–利用者やその家族との適切なコミュニケーション

–サービス計画の策定への利用者の主体的な参
画

–利用者の意見を収集刷る仕組みの構築

–プライバシーに配慮したケアの提供

–個人情報の保護に係る取り組み

–生活スペースの環境整備



地域の保健・医療・福祉資源の
活用と連携

• 急性増悪や看取りへの対応を目的とした医
療機関との連携

• 在宅復帰を目的とした居宅サービス事業所
や医療機関との連携

• 市町村担当者との連携

• 地域包括支援センターとの連携



地域社会への貢献

• 事業所職員から地域住民に対しての介護技
術に係る指導

• 地域住民による介護体験やボランテイアの受
け入れ

• 地域行事への利用者の参加

• 認知症地域支援体制構築等推進事業への
参画

• 在宅療養者への支援

• 利用者満足度調査結果の地域への公表



質の評価システムの検討に
当たっての留意点（１）

• 利用者や事業者に理解され、受け入れられる評価
指標であること

• 質の評価の費用負担について
– 質評価のためのデータ収集コスト、外部評価を実施する
時の費用負担

• PDCAサイクルによる継続的な質改善プロセスの必
要性

• P4PとP4R
– P4Pの全段としてまず質レポートを報告することにインセン
テイブを与えるP4R（Pay for Reporting)が必要ではないか
？



質の評価システムの検討に
当たっての留意点（２）

• 金銭的インセンテイブ以外の質向上の誘導
策について
–情報公開、表彰制度、質改善につなげる技術支

援等

• 地域サービス評価の視点
–今回の評価は施設サービス評価が中心であるが
、いずれは地域包括ケアシステムの全体的な評
価も必要である



アウトカム評価のメリット・デメリット

• メリット
– 評価の基準・尺度が明確で、客観評価できる

– 質改善の目標値の設定が容易で、改善へのPDCAサイクルを回すこ
とができる

– 二時点間のアウトカム比較により質改善の状況を把握できる

– 事業所間ベンチマークができる

• デメリット
– 成果を出しやすい軽症者ばかりを集め、重症者回避がおきる（クリー
ムスキミング）

– 評価指標を用いることで近視眼的、局所最適化が起きる

– データ収集に時間、労力などのコストがかかる

– アウトカム指標は多面的な質のごく一部にしかすぎない



介護サービスの質評価
検討委員会まとめ（１）

• 介護サービスの質の評価はその実施によっ
てケアの質の向上につなげ、ひいては介護
保険の理念を目指して実施すべきものである
ことは委員全員の見解は一致した

• しかしながら、多面的な側面を有する介護サ
ービスの質について、どの側面を重視し、ど
のような方法で評価を実施すべきかについて
は種々の意見が見られた



介護サービスの質評価
検討委員会まとめ（２）

• とくに米国などで用いられている定量的な臨床指標
（P4P）をわが国の介護サービスの質の評価に活用
することの妥当性については意見が分かれた

• アウトカム評価を早急に確立すべきという意見の一
方、臨床指標については、多面的な介護サービスの
一側面のみを捉えているに過ぎず、アウトカム評価
に偏重しない質の評価システムの構築を目指すべ
きという意見もみられた



介護サービスの質評価
検討委員会まとめ（３）

• いずれにしても１～２年といった短期間では
体系的な評価システムを構築することは困難
であるため、平成24年度介護報酬改定では
データ収集の容易さ、理解しやすさ、受け入
れやすさの観点から限定的な質評価の実施
へ向けて検討を続ける必要があると考えられ
る。



２０１０年度調査

• ２００９年度調査を受けて、介護サービスの質
指標について施設調査を行う。

• ストラクチャー、プロセス、アウトカムについて
指標化し、現状の実態を調査

• アウトカム指標については時間経過を追って
状態変化をとらえる調査も行う
–要介護度、日常生活自立度、食事摂取、排泄、

褥瘡、転倒、身体拘束等

• 老健1200箇所、特養2000箇所調査



介護サービスの質の評価に関する調査

• 基本情報
• 職員体制

• 過去1年間に退職した
職員数

• 加算の算定状況（平成
22年9月）

• 施設の設備状況

• 職員研修の状況

• 平成21年度の各種状
況

• 入所者の医療的ケアの
状況

• 入退所の情報

• 老人保健施設・特別養
護老人施設におけるサ
ービスの質の評価につ
いて
– 介護報酬の加算・減算
の対象とすることは

– 有効、やや有効、あまり
有効ではない、有効で
はない



介護サービスの質評価の
介護報酬への反映を！

2012年介護報酬改定へ向けて



ご清聴ありがとうございました

本日の講演資料は武藤正樹のウェブサイ
トに公開しております。ご覧ください。

武藤正樹 検索 クリック

ご質問お問い合わせは以下のメールアドレスで
　　gt2m-mtu@asahi-net.or.jp

国際医療福祉大学クリニックhttp://www.iuhw.ac.jp/clinic/
で月・木外来をしております。患者さんをご紹介ください

mailto:gt2m-mtu@asahi-net.or.jp
http://www.iuhw.ac.jp/clinic/
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